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北翔大学短期大学部学則 

 

 

第１章 総則 

 （設置者） 

第１条 北翔大学短期大学部（以下「本学」という。）の設置者は、学校法人浅井学園であ

る。 

 （目的） 

第２条 本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、本学の教育の理念で

ある「愛と和と英知」を根本にすえ、広い知識を授け、実践を重視した専門の学芸を教

授研究するとともに、優れた職能人として、社会に貢献する人材を育成し、もって文化

の向上、社会の福祉及び地域の発展に寄与することを目的とする。 

２ ライフデザイン学科は、教養教育、キャリア教育を通じて社会人としての基礎力を身

につけ、キャリアデザイン、ファッション舞台アートに関わる専門的知識・技能を自己

のライフデザインを描きながら学び、地域・社会で活躍する人材の育成を目的とする。 

３ こども学科は、一般教養に関する広い知識を学ぶとともに、こどもの理解、こどもを

取り巻く環境や社会的課題及び子育て支援に関する専門的学芸・技術を学び、教育・保

育等に関わる優れた実践力を有する人材の育成を目的とする。 

 （点検評価） 

第３条 本学は、教育研究水準の向上に資するとともに、本学の目的を達成するため、本

学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自ら点検及び評

価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法

の定めるところにより、一定の期間ごとに認証評価機関による評価を受けるものとする。 

３ 前２項の点検及び評価の実施等に関し必要な事項は、北翔大学点検評価規程に定める。 

 

第２章 本学の組織 

 （学科及び学生定員） 

第４条 本学に、次の学科を置く。 

  ライフデザイン学科 

  こども学科 

２ 前項の学科の学生定員は、次の表に掲げるとおりとする。 

      定 員 

 学 科 
入学定員 収容定員 

ライフデザイン 学 科  ５０人 １００人 

こ ど も 学 科 １４０人 ２８０人 

 （専攻科、専攻及び学生定員） 

第５条 本学に、専攻科を置く。 
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２ 前項の専攻科に置く専攻及び当該専攻の学生定員は、次の表に掲げるとおりとする。 

      定 員 

 専 攻 
入学定員 収容定員 

服 飾 美 術 専 攻 ３０人 ３０人 

保 健 体 育 専 攻 １０人 １０人 

初 等 教 育 専 攻 ２０人 ２０人 

 

第３章 教職員組織  

 （職員の種類） 

第６条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助手、事務職員、技術職員、その

他必要な職員を置く。 

 （職員の職制及び職務） 

第７条 本学教職員の職制及び職務並びに選任方法等については、学校法人浅井学園管理

運営規程の定めるところによる。 

 （教育研究活動等の適切かつ効果的な運営のための研修） 

第７条の２ 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教職員に

必要な知識及び技能を習得させるための研修（スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）、

第40条の３に規定するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの

とする。 

２ 前項の研修の実施に関し必要な事項は、北翔大学ＳＤ規程に定める。 

 

第４章 教授会 

 （教授会） 

第８条 本学に、教授会を置く。 

 （審議事項） 

第９条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。 

 (1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

 (2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項について審議し及び、

学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

 （構成員） 

第10条 教授会は、学長、副学長、短期大学部長、学科長、教授、准教授及び専任の講師

をもって組織する。ただし、必要に応じて、その他の職員を加えることができる。 

 （会議の招集及び議長） 

第11条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。 

２ 学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名した者がその職務を代行する。 
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３ 学長は、教授会構成員の３分の２以上から議題が提示され、開催要求があった場合に

は、要求のあった日から20日以内に教授会を招集しなければならない。 

 （定足数及び議事） 

第12条 教授会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開き議決することが

できない。 

第13条 前５条に規定するもののほか、教授会の運営等に関し必要な事項は、北翔大学短

期大学部教授会規程の定めるところによる。 

第５章 学年、学期、休業日及び授業期間 

 （学年） 

第14条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第15条 学年を分けて、次の２学期とする。 

  前学期 ４月１日から９月30日まで 

  後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （休業日） 

第16条 休業日は、次のとおりとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

 (3) 学園創立記念日 ９月５日 

 (4) 春季休業日 

 (5) 夏季休業日 

 (6) 冬季休業日 

２ 前項第４号から第６号までの期間は、学長が別に定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学長は、必要により休業日を臨時に変更し、又は休業日

に授業を課すことができる。 

４ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 （授業期間） 

第17条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週を原則とする。 

 

第６章 学科 

 第１節 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第18条 本学の修業年限は、２年とする。 

 （在学年限） 

第19条 学生は、４年を超えて在学することができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第40条の２に規定する長期にわたる教育課程の履修を希望

する学生の在学年限は最長６年とする。 

 

 第２節 入学 
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 （入学の時期） 

第20条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、特別の定めがある場合は、学期の

始めとすることができる。 

 （入学資格） 

第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者  

 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 (3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

 (5) 文部科学大臣の指定した者 

 (6) 大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣の行う大学

入学資格試験に合格した者 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年１月文部科学省令第１号）により文部科

学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

 ( 8 ) その他、本学において高等学校卒業と同等以上の学力があると認められた者 

 （入学出願） 

第22条 本学に入学を志願する者は、所定の期日までに、本学所定の書類に、入学検定料

を添えて願い出なければならない。 

 （入学者選抜） 

第23条 前条に規定する入学出願を行った者に対しては、入学者選抜を行い、選考のうえ

合格者を決定する。 

２ 前項に規定する入学者選抜については、別に定める。 

 （入学手続） 

第24条 合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、本学所定の書類を提出するととも

に、入学金並びに所定の授業料及び施設設備費を納付しなければならない。 

 （入学許可） 

第25条 前条に規定する入学手続を終えた者について、学長は、入学を許可する。 

 （保証人） 

第26条 入学を許可された者は、保証人を定めて届け出なければならない。 

２ 保証人は、本人が在籍する期間、本人についての一切の責任を負うものとする。 

３ 保証人は、父母又は成年の親族とし、独立の生計を営む者とする。 

第27条 本人及び保証人の身上に異動又は住所の変更があったときは、直ちに届け出なけ

ればならない。 

 

 第３節 再入学、転入学及び編入学 

 （再入学） 

第28条 本学に１年以上在学して退学した者で、再び本学の同一学科に入学を志願する者
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があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。 

 

 （転入学） 

第29条 他の短期大学の学生であって、本学に転入学を志願する者があるときは、欠員の

あるときに限り、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。 

 （編入学） 

第30条 次の各号に掲げる者で、本学に編入学を志願する者があるときは、欠員のあると

きに限り、選考のうえ、第２年次に入学を許可することがある。 

 (1) 大学又は短期大学を卒業した者若しくは大学又は短期大学に１年以上在学し、所定

の単位を修得した中途退学者 

 (2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第68条の２第４項の規定により学士の学位を授

与された者 

 (3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者又は16年の課程若しくは14

年の課程に13年以上在学し、所定の学修の成果を有する中途退学者 

 (4) 高等専門学校又は専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文

部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。以下同じ。）を修了した者 

 （再入学、転入学及び編入学の入学出願手続等） 

第31条 第22条から第27条までの規定は、前３条の規定により入学する場合に準用する。 

 （再入学、転入学及び編入学学生の修業年限及び在学年限等の取扱） 

第32条 第28条から第30条の規定により入学した学生の入学前の本学、他の大学、短期大

学、高等専門学校、外国の大学若しくは短期大学又は専修学校の専門課程における在学

期間については、学長は教授会の議を経て、１年に限り第18条に規定する修業年限に通

算することができる。 

２ 前項の規定により修業年限を通算された学生の在学年限については、第19条の規定に

かかわらず、２年を超えて在学することができない。 

３ 第１項の規定により修業年限を通算された学生の通算された期間は、本学における在

学年数とみなし、第61条に規定する在学年数に通算する。 

第33条 前５条に定めるもののほか、再入学、転入学及び編入学に関し必要な事項は、北

翔大学再入学、転入学及び編入学規程の定めるところによる。 

 

 第４節 転学科 

 （転学科） 

第34条 一の学科の学生で、他の学科に転学科を志願する者があるときは、選考のうえ、

転学科を許可することがある。 

２ 転学科の出願、選考及び入学手続き等に関し必要な事項は、北翔大学転学部及び転学

科等規程の定めるところによる。 

 

 第５節 教育課程及び履修方法等 

 （授業科目及び単位） 
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第35条 本学の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目区分により開講する授業科目をも

って編成する。 

 (1) 短大共通科目 

 (2) 学科専門科目 

 (3) 外国人留学生科目 

２ ライフデザイン学科の前項各号に規定する各科目は、それぞれ、次の各号に掲げるユ

ニットの区分により開講する。 

 

 (1) 基礎ユニット群 

 (2) ライフデザインユニット群 

 (3) キャリアデザインコースユニット群 

 (4) ファッション舞台アートコースユニット群 

３ 第１項第３号に規定する外国人留学生科目は、外国人留学生のための授業科目として

開講する。 

４ 第１項に規定するライフデザイン学科の授業科目の名称及び単位数は、別表第１のと

おりとし、こども学科の授業科目の名称及び単位数は、別表第２のとおりとする。 

５ 前項に規定する授業科目のほか、必要があるときは、学長は教授会の議を経て、臨時

の授業科目を開設することがある。 

６ 前２項に規定する授業科目のほか、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、第

１項第２号に規定する学科専門科目（ライフデザイン学科にあっては、第２項各号に規

定するユニットのいずれかの区分の科目とする。）として、その成果に対し、別に単位

数を定めることができる。 

 （教育課程の編成） 

第36条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当し

て編成する。 

２ 前項に規定する各年次の配当は、別に定める。 

 （授業の方法） 

第37条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

 （授業期間） 

第38条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。 

 （単位の計算方法） 

第39条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間

外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

 (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業

をもって１単位とする。 

 (2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、第35条第６項に規定する卒業研究、卒業制作等の授業科目

の成果については、これらに必要な学修及びその成果を評価して、単位数を定めるもの

とする。 

 （授業科目の履修及び単位の修得） 

第40条 ライフデザイン学科の学生は、第35条第４項に規定する別表第１の備考の定める

ところにより、所定の授業科目を履修し、62単位以上を修得しなければならない。 

２ 前項に規定する単位は、ライフデザイン学科に履修コースとして置く、次に掲げるコ

ースのうちから、一のコースを選択して修得するものとする。 

 (1) キャリアデザインコース 

 (2) ファッション舞台アートコース 

３ 前項に規定するコースの履修方法その他必要な事項は、第１項に規定する別表第1の備

考に定めるもののほか、別に定める。 

４ こども学科の学生は、第35条第４項に規定する別表第２の備考の定めるところにより、

所定の授業科目を履修し、62単位以上を修得しなければならない。 

５ 前項に規定する単位は、こども学科に履修コースとして置く、次に掲げるコースのう

ちから、一のコースを選択して修得するものとする。 

 (1) 保育コース 

 (2) 音楽コース 

 (3) 教育コース 

６ 前項に規定する授業科目の履修方法その他必要な事項は、第４項に規定する別表第２

の備考に定めるもののほか、別に定める。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第40条の２ 職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計

画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を、あらかじめ入学前に申し出る者

があるときは、当該学科において支障のない限り、その計画的な履修（以下「長期履修」

という。）を認めることができる。 

２ 長期履修の取扱いに関し必要な事項は別に定める。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第40条の３ 本学は、教育の質の充実に資するとともに、本学の授業の内容及び方法の改

善を図るため、全学的な研修及び研究（ファカルディ・ディベロップメント）（以下「Ｆ

Ｄ」という。）を実施するものとする。 

２ 前項のＦＤの実施に関し必要な事項は、北翔大学ＦＤ規程に定める。 

第41条 授業科目を履修するためには、学生は、学期始めの所定の期日までに、履修しよ

うとする授業科目を登録しなければならない。 

２ 前項の規定により登録した授業科目以外の授業科目は、履修することができない。 

 （単位の授与） 

第42条 一の授業科目を履修し、予め定められた成績評価基準に基づく判定に合格した学

生に対しては、担当教員の認定により、所定の単位を与えるものとする。 

２ 学費等未納の者については、単位は与えない。 
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３ 授業科目について、欠席時数が当該授業科目の実授業時間の３分の１を超える者につ

いては、単位は与えない。 

 （本学の他学科又は本学の学部における授業科目の履修） 

第43条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、学生が本学の他の

学科又は北翔大学の学部（以下「本学の学部」という。）の授業科目を履修することを

認めることがある。 

２ 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は、その一部又は全

部を、第61条に規定する単位に算入することがある。ただし、本学の学部の授業科目を

履修して修得した単位数については、第44条第３項、第45条第２項及び第46条第３項の

本文並びに第56条第３項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わ

せて30単位を超えないものとする。 

 （他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第44条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、学生が他の短期大

学又は大学（本学の学部を除く。）の授業科目を履修することを認めることがある。 

２ 前項の規定の実施にあたり、必要があるときは、当該短期大学又は大学との間におい

て、履修できる授業科目の範囲等必要な事項について協議し、学生交流に関する協定又

は大学間相互単位互換協定を締結することができる。 

３ 第１項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は、30単位を超え

ない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、第61条に規定

する単位に算入することがある。ただし、前条第２項ただし書の規定により修得した単

位数並びに第45条第２項及び第46条第３項本文並びに第56条第３項の規定により本学に

おいて修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

 （短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第45条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、学生が短期大学（本

学を含む。）又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、30単位を超えない範囲で、本学にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなし、第61条に規定する単位に算入するこ

とがある。ただし、第43条第２項ただし書の規定により修得した単位数並びに前条第３

項及び第46条第３項の本文並びに第56条第３項の規定により本学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第46条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、新たに本学の第１

年次に入学した学生が、入学前に本学、他の短期大学若しくは大学において履修した授

業科目について修得した単位（短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）第17条又

は大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条に規定する科目等履修生として履修

した授業科目について修得した単位を含む。）又は外国の短期大学若しくは大学におい

て学修した成果を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことがある。 
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２ 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、新たに本学の第１年次

に入学した学生が、入学前に行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科

目の履修とみなし、単位を与えることがある。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学

において修得した単位以外のものについては、30単位を超えない範囲で、第61条に規定

する単位に算入することがある。ただし、第43条第２項ただし書の規定により修得した

単位数並びに第44条第３項及び前条第２項の本文並びに第56条第３項の規定により本学

において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

 （再入学、転入学及び編入学学生の既修得単位等の取扱） 

第47条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は教授会の議を経て、第28条から第30条

までの規定により入学した学生の入学前に本学、他の大学、短期大学若しくは高等専門

学校において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学、短期大学若しく

は専修学校の専門課程において学修した成果は、その一部又は全部を、本学における授

業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

 （他大学等での履修科目の範囲及び修得単位の認定等） 

第48条 前５条の規定により履修することができる授業科目又は履修したとみなすことが

できる授業科目の範囲及び履修により修得した単位又は修得したものとみなし、又は与

えることができる単位数の認定方法その他必要な事項は、北翔大学他大学等における授

業科目の履修及び修得単位並びに既修得単位の認定等に関する規程の定めるところによ

る。 

 

 第６節 成績評価基準及び成績判定 

 （成績評価基準） 

第49条 第42条第１項に規定する成績評価基準は、科目試験、論文試験、口頭試問、実技

試験、課題評価、作品評価及び受講態度評価等を組み合わせ、予め定めるものとする。 

２ 前項に定める科目試験の実施等に関し必要な事項は、北翔大学試験に関する規程の定

めるところによる。 

 （成績判定） 

第50条 前条第１項に規定する試験の成績評価は、Ｓ(秀)［100点～90点］、Ａ（優）［89

点～80点］、Ｂ（良）［79点～70点］、Ｃ（可）［69点～60点］及びＤ（不可）［59点以

下］の評語をもって判定し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

 

 第７節 休学、復学、留学、転学、退学、除籍及び復籍 

 （休学） 

第51条 学生が、疾病その他やむを得ない事情により３ヵ月以上修学できないときは、保

証人連署のうえ、所定の様式による休学願に、疾病の場合は医師の診断書を、その他の

事情の場合は詳細な理由書を添えて学長に提出し、許可を得て休学することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、疾病のため修学が不適当と認められる学生に対しては、学

長は、休学を命ずることができる。 
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 （休学期間） 

第52条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別な事情があるときは、学長は休学期

間の延長を許可し、又は延長を命ずることができる。 

２ 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。ただし、特別な事情があると

認められるときは、学長は教授会の議を経て、２年を超えて休学を許可し、又は休学を

命ずることができる。 

 （休学期間の取扱） 

第53条 休学期間は、第19条及び第61条に規定する在学年数に算入しない。 

 （復学） 

第54条 休学している学生が、休学期間が満了したとき又は休学期間中にその事由が消滅

したときは、所定の様式による復学願を学長に提出し、許可を受けて復学することがで

きる。なお休学の事由が疾病による場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の規定により復学した場合で、休学期間が通算して３ヵ月未満のときは、前条の

規定にかかわらず、在学年数に算入する。 

第55条 前４条に定めるもののほか、休学及び復学に関し必要な事項は、北翔大学休学及

び復学に関する規程の定めるところによる。 

 （留学） 

第56条 本学が教育上有益と認めるときは、学長は、学生が外国の短期大学又は大学の授

業科目を履修するための留学を認めることができる。 

２ 学生が、前項の規定により留学しようとするときは、保証人連署のうえ、所定の様式

による留学願を学長に提出し、許可を受けなければならない。 

３ 第44条第２項及び第３項の規定は、留学の実施及び学修の成果の取り扱いについて準

用する。 

４ 留学期間は、第19条及び第61条に規定する在学年数に算入する。 

５ 前４項に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、北翔大学留学に関する規程の

定めるところによる。 

 （転学） 

第57条 学生が、他の大学に転学を志願するときは、保証人連署のうえ、所定の様式によ

る転学願に、事由を記した書類を添えて学長に提出し、許可を受けなければならない。 

 （退学） 

第58条 学生が、退学しようとするときは、保証人連署のうえ、所定の様式による退学願

に、詳細な事由を記した書類及び学生証を添えて学長に提出し、許可を受けなければな

らない。 

 （除籍） 

第59条 学生が、次の各号の一に該当するときは、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

 (1) 第19条に規定する在学年限に達し、なお所定の単位を修得していないとき。 

 (2) 第52条第２項に規定する休学期間を超え、なお修学できないとき。 

 (3) 授業料及び施設設備費の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しないとき。 

 (4) 欠席が長期にわたるとき又は長期にわたり行方不明のとき。 
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第60条 前３条に定めるもののほか、転学、退学及び除籍に関し必要な事項は、北翔大学

転学、退学及び除籍に関する規程の定めるところによる。 

 （復籍） 

第60条の２ 第59条第３号又は第４号の規定により除籍された者で、復籍を願い出た者が

あるときは、学長は、教授会の議を経て、相当年次に復籍を許可することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、復籍に関し必要な事項は、北翔大学復籍に関する規程の定

めるところによる。 

 

 第８節 卒業要件及び学位授与 

 （卒業の要件） 

第61条 本学の卒業要件は、本学に２年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単

位を修得することとする。 

 （卒業の認定） 

第62条 卒業の認定は、前条に規定する卒業要件を満たした学生について、教授会の議を

経て、学長がこれを認定する。 

２ 卒業の時期は、学年又は学期の終わりとする。 

 （学位の授与） 

第62条の２ 前条の規定により卒業の認定を受け、本学を卒業した者に対し、短期大学士

の学位を授与する。 

２ 短期大学士の学位の授与に関し必要な事項は、北翔大学短期大学部学位規程の定める

ところによる。 

 

 第９節 教育職員免許状及び資格の取得 

 （教育職員免許状） 

第63条 本学において、取得することができる教育職員免許法（昭和24年法律第14７号）

に規定する教育職員免許状（以下「免許状」という。）の種類及び免許教科は、次の表に

掲げるとおりとする。 

 

学    科 免許状の種類 

 
こども学科 

小学校教諭２種免許状 

幼稚園教諭２種免許状 

２ 前項に規定する免許状を得ようとする学生は、教育職員免許法及び同法施行規則に定

める所定の科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。 

３ 免許状の取得に関し必要な事項は、北翔大学短期大学部教職課程履修規程の定めると

ころによる。 

 （保育士資格の取得） 

第64条 こども学科に所属し、保育士の資格を得ようとする学生は、児童福祉法施行規則

第６条の２第１項第３号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める所定の科目を履修し、
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所定の単位を修得しなければならない。 

２ 保育士資格の取得に関し必要な事項は、北翔大学短期大学部保育士養成課程履修規程

の定めるところによる。 

 （その他の資格取得） 

第65条 前２条に規定する免許状及び資格の取得のほか、本学において取得することので

きる任用資格及び認定資格等の取得に関し必要な事項は、それぞれの資格等の種類に応

じて定める当該資格等の取得に関する履修規程の定めるところによる。 

 

 第10節 賞罰 

 （表彰） 

第66条 学長は、学生として表彰に値する行為があったときは、教授会の議を経て、表彰

することがある。 

 （罰則） 

第67条 学長は、学生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、

教授会の議を経て、懲戒する。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (2) 学力極めて劣等で、成業の見込みがないと認められる者 

 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者 

 (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間は、第19条及び第61条に規定する在学年数に算入しない。ただし、停学期

間が通算して３ヵ月未満のときは、在学年数に算入する。 

 

 第11節 聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生 

 （聴講生） 

第68条 本学において、一又は複数の授業科目を聴講するため、聴講生として入学を志願

する本学の学生以外の者があるときは、本学において適当と認め、かつ、学生の教育に

支障のないときに限り、選考のうえ、入学を許可することができる。 

２ 聴講生の出願、選考及び入学手続き等に関し必要な事項は、北翔大学聴講生規程の定

めるところによる。 

 （科目等履修生） 

第69条 本学において、一又は複数の授業科目を履修するため、科目等履修生として入学

を志願する本学の学生以外の者があるときは、本学において適当と認め、かつ、学生の

教育に支障のないときに限り、選考のうえ、入学を許可することができる。 

２ 科目等履修生の出願、選考及び入学手続き等に関し必要な事項は、北翔大学科目等履

修生規程の定めるところによる。 

 （特別聴講学生） 

第70条 本学において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の短期大学
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又は大学（外国の短期大学又は大学を含み、本学の学部を除く。）の学生若しくは本学

と連携協定を締結した高等学校等から推薦された者があるときは、当該短期大学又は大

学若しくは高等学校等との協議に基づき、特別聴講学生として許可することができる。 

２ 特別聴講学生に係る入学検定料及び入学金は、徴収しない。 

３ 特別聴講学生は、科目等履修料を納付しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項の協議に基づき、授業科目の履修による科目等履修

料等を相互に不徴収とする場合は、徴収しない。 

５ 前４項に定めるもののほか、特別聴講学生の受け入れに関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 第12節 外国人留学生 

 （外国人留学生） 

第71条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願す

る者があるときは、本学において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、特別に選

考のうえ、外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 外国人留学生の出願、選考及び入学手続き等に関し必要な事項は、北翔大学外国人留

学生規程の定めるところによる。 

第72条 外国人留学生については、この学則を準用する。 

 

第７章 専攻科 

 （修業年限） 

第73条 専攻科の修業年限は、１年とする。 

 （在学年限） 

第74条 学生は、２年を超えて在学することはできない。 

 （入学資格） 

第75条 専攻科に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 短期大学を卒業した者 

 (2) 高等専門学校を卒業した者 

 (3) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。以下同じ。）を修了した者 

 (4) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者 

 (5) その他専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 （本学を卒業した者の入学者選抜及び入学手続の特例） 

第76条 前条第１号に該当する者のうち、本学を卒業した者で、次の各号の一に該当する

者については、第82条の規定に基づく、第23条の規定の準用にかかわらず、入学者選抜

に係る試験を免除し、選考によることができる。 

 (1) ライフデザイン学科を卒業し、服飾美術専攻又は保健体育専攻に入学出願した者 

 (2) こども学科を卒業し、初等教育専攻に入学出願した者 

２ 前項の規定により入学者選抜に合格した者については、第82条の規定に基づく、第24
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条の規定の準用にかかわらず、入学金の納付を免除する。 

 （授業科目及び単位並びに教育課程の編成） 

第77条 専攻科の教育課程は、専門教育科目として開講する授業科目をもって編成する。 

２ 前項に規定する授業科目の名称及び単位数は、別表第３のとおりとする。 

３ 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分けて編成する。 

（授業科目の履修及び単位の修得） 

第78条 学生は、前条第２項に定める授業科目の中から、必修の授業科目を履修して修得

した単位を含め、20単位以上を修得しなければならない。 

 （履修手続） 

第79条 授業科目を履修するためには、学生は、学期始めの所定の期日までに、履修しよ

うとする授業科目を登録しなければならない。ただし、履修科目として登録することが

できる単位数は、必修科目を含め、前・後期あわせて30単位を上限とする。 

２ 前項の規定により登録した授業科目以外の授業科目は、履修することができない。 

 （専攻科修了の要件） 

第80条 専攻科の修了要件は、専攻科に１年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定

の単位を修得することとする。 

 （専攻科修了の認定） 

第81条 専攻科の修了認定は、前条に規定する専攻科の修了要件を満たした学生について、

教授会の議を経て、学長がこれを認定し、専攻科の修了証書を授与する。 

２ 専攻科修了の時期は、学年又は学期の終わりとする。 

（学科に関する規定の準用） 

第82条 第20条、第22条から第29条まで、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第49

条から第60条まで及び第66条から第69条までの規定は、専攻科の入学の時期、入学出願、

入学者選抜、入学手続、入学許可、保証人、再入学、転入学、授業の方法、授業期間、

単位の計算方法、履修手続、単位の授与、試験、成績判定、休学、休学期間、休学期間

の取扱、復学、留学、転学、退学、除籍、表彰、罰則、聴講生及び科目等履修生につい

て、それぞれ準用する。 

 

第８章 入学検定料及び学生納付金 

 （入学検定料） 

第83条 本学の学科に、入学、再入学、転入学又は編入学を志願する者及び聴講生又は科

目等履修生として入学を志願する者並びに転学科を志願する者は、その際、入学検定料

を納付しなければならない。 

２ 本学の専攻科に入学又は再入学を志願する者及び聴講生又は科目等履修生として入学

を志願する者は、その際、入学検定料を納付しなければならない。 

 （学生納付金） 

第84条 学生納付金は、入学金、授業料、施設設備費、聴講料及び科目等履修料とする。 

 （授業料及び施設設備費の納付） 

第85条 授業料及び施設設備費は、次の２期に分けて納付しなければならない。 
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  前学期納付の期限は４月30日限りとする。 

  後学期  納付の期限は９月30日限りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前学期に係る授業料及び施設設備費を納付するときに、当

該年度の後学期に係る授業料及び施設設備費を併せて納付することができる。 

３ 入学年度の前学期に係る授業料及び施設設備費は、前２項の規定にかかわらず、入学

を許可されるときに納付しなければならない。 

４ 再入学、転入学及び編入学した者の授業料及び施設設備費の額は、入学を許可された

年次に在学する学生の額と同額とする。 

 （授業料及び施設設備費の減免及び猶予等） 

第86条 授業料及び施設設備費の納付が困難な場合で、本学において特別の事情があると

認めた者に対しては、前条第１項の規定にかかわらず、授業料及び施設設備費を減免し、

又は分納若しくは延納による納付の猶予を認めることがある。 

 （聴講料及び科目等履修料の納付） 

第87条 聴講生及び科目等履修生は、それぞれ聴講料又は科目等履修料を納付しなければ

ならない。 

 （実習費及び履修費その他教育に必要な経費の納付等） 

第88条 授業を実験又は実習で行う授業科目（学外の施設で行う実習を含む。）並びに次の

各号に掲げる課程を履修する場合は、実習費及び当該課程に係る履修費を納付しなけれ

ばならない。 

 (1) 教職課程 

 (2) 保育士養成課程 

２ 前項に定めるもののほか教育に必要な経費は、別に徴収する。 

 （再試験受験料の徴収） 

第89条 再試験を受験するときは、再試験受験料を徴収する。 

 （各種証明書等の発行手数料等） 

第90条 在学証明書、卒業証明書、修了証明書その他諸証明等の発行手数料等は、別に徴

収する。 

 （休学及び復学の場合の授業料及び施設設備費） 

第91条 休学を許可され又は命ぜられた学生については、休学した日の属する月の翌月（休

学した日が月の初日の場合は、その月とする。）から復学した日の属する月の前月（復学

した日が月の末日の場合は、その月までとする。）までの授業料及び施設設備費を免除す

る。 

２ 前項の規定により免除する金額は、授業料年額及び施設設備費年額について、それぞ

れの金額の12分の１に相当する額（100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額とする。）に免除されることとなる月数を乗じて得た金額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第54条第２項の規定（第82条の規定により準用する場合を

含む。）により、在学年数に算入することとなる期間については、免除しない。 

４ 休学により授業料の免除を受けていた学生が復学したときは、復学した日の属する月

（復学した日が月の末日の場合は、翌月とする。）から授業料及び施設設備費を納付しな
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ければならない。 

 （転学又は退学等の場合の授業料及び施設設備費） 

第92条 学期の途中で転学又は退学を許可された場合若しくは除籍された場合においては、

当該納期分までの授業料及び施設設備費を納付しなければならない。 

２ 停学期間中も、授業料及び施設設備費は納付しなければならない。 

 （学年の途中で卒業又は修了する場合の授業料及び施設設備費） 

第93条 学年の途中で卒業又は修了する見込みの者は、卒業又は修了する見込みの学期ま

での授業料及び施設設備費を納付しなければならない。 

 （既納の入学検定料及び学生納付金等の返還） 

第94条 既納の入学検定料及び学生納付金は、原則として返還しない。ただし、次の各号

の一に該当するときは、納付した者の申し出により当該各号に定める額を還付する。 

 (1) 第85条第２項の規定により、前学期に係る授業料及び施設設備費を納付するときに、

当該年度の後学期に係る授業料及び施設設備費を併せて納付した学生が、その年の９

月30日までに休学又は退学したとき後学期に係る授業料及び施設設備費に相当する金

額 

 (2) 学期の途中で第51条の規定により休学を許可され又は命ぜられたとき当該学期に係

る授業料及び施設設備費について、それぞれの金額の６分の１に相当する額（100円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。）に免除されることとなる月数を

乗じて得た金額 

 (3) その他本学が特に還付が必要と認めたとき 必要と認めた学生納付金等の必要と認

めた額 

 （入学検定料学生納付金等の額その他の取扱等） 

第95条 前12条に規定するもののほか、入学検定料及び学生納付金等の額及び納付時期・

方法、留年した者及び外国人留学生の学生納付金、授業料及び施設設備費の減免又は猶

予等の取り扱いその他必要な事項は、北翔大学学費等納付金規程の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

１ 本学則は昭和38年４月１日から施行する。 

２ 本学則は昭和39年10月１日から施行する。 

３ 本学則は昭和40年４月１日から施行する。 

４ 本学則は昭和41年４月１日から施行する。 

５ 本学則は昭和42年４月１日から施行する。 

６ 本学則は昭和43年４月１日から施行する。 

７ 本学則は昭和44年４月１日から施行する。 



 

09-01(17) 

 

８ 本学則は昭和45年４月１日から施行する。 

９ 本学則は昭和47年４月１日から施行する。 

 

10 本学則は昭和50年４月１日から施行する。 

11 本学則は昭和53年４月１日から施行する。 

12 本学則は昭和54年４月１日から施行する。 

13 本学則は昭和55年４月１日から施行する。 

14 本学則は昭和58年４月１日から施行する。 

15 本学則は昭和61年４月１日から施行する。 

  第２条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする 

       年 度 

学科 定員     
昭和61年度 

昭和62年度 

～平成11年度 
平成12年度 

服飾美術科 
入学定員 ３００名 ３００名 ２００名 

収容定員 ５００名 ６００名 ５００名 

工芸美術科 
入学定員 １００名 １００名  ５０名 

収容定員 １５０名 ２００名 １５０名 

保健体育科 
入学定員 ３００名 ３００名 １５０名 

収容定員 ４５０名 ６００名 ４５０名 

16 本学則は昭和62年４月１日から施行する。 

17 本学則は平成２年４月１日から施行する。 

18 本学則は平成３年４月１日から施行する。 

19 本学則は平成４年４月１日から施行する。 

20 本学則は平成５年４月１日から施行する。 

21 本学則は平成６年４月１日から施行する。 

22 本学則は平成７年４月１日から施行する。 

23 本学則は平成８年４月１日から施行する。ただし、平成７年度以前の入学生の第７章

第42条の規定については、従前の例による 

24 本学則は、平成９年４月１日から施行する。ただし、平成８年度以前の入学生につい

ては、従前の例による。 

25 本学則は、平成10年４月１日から施行する。ただし、平成９年度以前の入学生につい

ては、従前の例による。 

26 本学則は、平成11年４月１日から施行する。ただし、 平成10年度以前の入学生につい

ては、従前の例による。 

   附 則（大学の名称変更、服飾美術学科、経営情報学科の収容定員減少、期間付入

学定員の期間延長及び工芸美術学科の学生募集停止に伴う改正） 

１ 本学則は、平成12年４月１日から施行する。ただし、平成12年３月31日に在学する者

については、なお従前の例による。 

２ 工芸美術学科は、第２条の規定にかかわらず、平成12年度の入学生の募集を停止する。 
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３ 第２条に規定する学生定員は、平成17年度までの間は、次のとおりとする。 

学科    年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

服飾美術学科 
入学定員 160名 130名 110名 110名 110名 80名 

収容定員 460名 290名 240名 220名 220名 190名 

工芸美術学科 
入学定員  0名                

     収容定員 100名                
     

保健体育学科 
入学定員 300名 295名 280名 245名 210名 150名 

収容定員 600名 595名 575名 525名 455名 360名 

      （教育課程変更等の改正） 

４ 本学則による場合、従前の学則第19条第２項による免許のうち、「美術」及び「社会」

の免許については、平成12年３月31日現在履修している者が、平成12年度以降引き続き

履修者がいなくなるまでの間存続するものとする。 

   附 則（期間付入学定員の期間延長を伴う改正） 

１ 本学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 平成13年３月31日に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 第２条に規定する学生定員は、平成17年度までの間は、次のとおりとする。 

学科    年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

服飾美術学科 
入学定員 100名 80名 80名 80名 80名 

収容定員 260名 180名 160名 160名 160名 

保健体育学科 
入学定員 245名 230名 195名 160名 150名 

収容定員 545名 475名 425名 355名 310名 

   附 則（平成14年度からの男女共学化の実施、初等教育学科において保育士の資格

取得を可能とする教育課程の変更、特別聴講学生制度等の導入、教育課程

の充実及び平成13年度の工芸美術学科の廃止並びに平成14年度からの入学

志願者の検定料の改訂、その他規定の整備等に伴う改正） 

１ 本学則は、平成14年４月１日から施行する。ただし、第３条及び第60条第１項の規程

については、平成13年４月１日から、第78条に規定する入学検定料については、平成14

年度の入学志願者から適用する。 

２ 平成14年３月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（服飾美術学科、保健体育学科及び経営情報学科を改組転換し、人間総合学

科を設置することに伴う改正） 

１ 本学則は、平成15年４月１日から施行する。 

２ 平成15年３月31日に本学に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 第３条第２項に規定する学生定員は、平成17年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 
学 科 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

人間総合学科 
入学定員 ３８５人 ３５０人 ３４０人 

収容定員 ３８５人 ７３５人 ６９０人 
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   附 則（期間付入学定員の変更、教育課程等の変更及び学則の整備等に伴う改正） 

１ この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 平成16年３月31日に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 第４条第２項に規定する人間総合学科の学生定員は、平成16年度は、次のとおりとす

る。 

学    科 入学定員 収容定員 

人間総合学科 ３４０人 ７２５人 

   附 則（入学資格の追加及びＦＤを実施することに伴う改正） 

１ この学則は、平成16年７月６日から施行し、平成16年４月１日から適用する。ただし、

第21条第７号の規程は、平成17年度入学生から適用する。 

   附 則（校名変更、こども学科設置及び入学定員の変更並びに人間総合学科に訪問

介護員を養成するため、訪問介護員養成研修課程を置くとともに教育課程

を改めることに伴う改正） 

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 平成17年３月31日に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 第４条第２項に規定するこども学科の学生定員は、平成17年度は、次のとおりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

こども学科 １４０人 １４０人 

   附 則（学位の授与に伴う改正） 

１ この学則は、平成18年３月１日から施行し、平成17年10月１日から適用する。 

   附 則（入学資格の追加、人間総合学科の入学定員及び収容定員の変更及び教育課

程の改正に伴う改正） 

１ この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 平成18年３月31日に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 第４条第２項に規定する人間総合学科の学生定員は、完成年度（平成19年度）のもの

であり、平成18年度の学生定員は次のとおりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

人間総合学科 ３００人 ６４０人 

   附 則（服飾美術学科及び経営情報学科の廃止に伴う改正） 

１ この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

 附 則（短期大学部の名称変更、目的の見直し、法令改正による教員組織の見直し、

保証人に関する条項の整備、復籍に関する条項の整備、訪問介護員養成研

修に関する法律改正に伴う条項の整備、保健体育学科及び初等教育学科の

廃止に伴う改正） 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 別表については、平成19年３月31日に在学する者については、なお従前の例による。 

附 則（短期大学設置基準の改正、人間総合学科の入学定員及び収容定員の変更、
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在学年限、授業科目の履修及び単位の修得、単位の授与に関する条項の整

備に伴う改正） 

１ この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ 第４条第２項に規定する人間総合学科の学生定員は、平成20年度は次のとおりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

人間総合学科 １５０人 ４５０人 

３ 第41条及び別表については、平成20年３月31日に在学する者については、なお従前の例
による。 

  附 則（人間総合学科の目的の見直し、教育課程の改正、成績判定方法の変更、取

得できる教育職員免許状の種類及び免許教科の変更並びに訪問介護員養成

研修課程廃止等に伴う改正） 

１ 本学則は平成21年４月１日より施行する。 

２ 平成21年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（法令の改正等による教育課程の変更に伴う改正） 

１ 本学則は平成 22年４月１日より施行する。 

２ 平成 22年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（人間総合学科の入学定員及び収容定員の変更、生涯学習の廃止、長期履修

に関する規定の追加、単位の授与等に関する条項の整備、教育課程の変更、

法改正による保育士養成課程の変更に伴う改正） 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 第４条第２項に規定する人間総合学科の学生定員は、平成23年度は次のとおりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

人間総合学科 １２０人 ２７０人 

３ 第41条の２に規定する長期履修については平成23年度入学生から適用する。 

４ 平成23年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

   附 則（人間総合学科のライフデザイン学科への名称変更、入学定員、収容定員の

変更及び教職課程を廃止することに伴う改正） 

１ 本学則は平成24年４月１日より施行する。 

２ 第４条第２項に規定するライフデザイン学科の学生定員は、平成24年度は次のとおり

とする。 

学    科 入学定員 収容定員 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

(人間総合学科) 

８０人 

（－） 

２００人 

（１２０人） 

＊ （ ）内は名称変更前の定員で内数。 

３ 平成24年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（休学中の授業料及び施設設備費の免除に係る文言の整理に伴う改正） 

１ この学則は平成24年４月１日から施行する。 

  附 則（特別聴講学生に本学との連携協定に基づき高等学校等から推薦された者を
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加えることに伴う改正） 

１ この学則は平成24年７月27日から施行する。 

   附 則（ライフデザイン学科、こども学科の教育課程の一部変更に伴う改正） 

１ この学則は平成25年４月１日から施行する。 

２ 別表については、平成25年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（こども学科の教育課程の変更に伴う改正） 

１ この学則は平成26年４月１日から施行する。 

２ 第35条、第40条、及び別表については、平成26年３月31日に在籍する者については、

なお従前の例による。 

附 則（ライフデザイン学科の入学定員及び収容定員の変更、健康・こどもスポー

ツコースの廃止、教育課程の変更に伴う改正） 

１ この学則は平成26年４月１日から施行する。 

２ 第４条第２項に規定するライフデザイン学科の学生定員は、平成26年度は次のとおり

とする。 

学    科 入学定員 収容定員 

ライフデザイン学科 ５０人 １３０人 

３ 平成26年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（学校教育法改正及びライフデザイン学科の教育課程の変更に伴う改正） 

１ この学則は平成27年４月１日から施行する。 

２ 別表については、平成27年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（ライフデザイン学科及びこども学科の教育課程の一部変更に伴う改正） 

１ この学則は平成28年４月１日から施行する。 

２ 別表については、平成28年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（短期大学設置基準の一部改正に伴う改正） 

１ この学則は平成 29年 4月１日から施行する。 
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別表第１（第35条第４項関係）                                                      (平成28年度以降入学生適用) 

 

ラ イ フ デ ザ イ ン 学 科  授 業 科 目 一 覧 表 

授 業 科 目 の 区 分 等 

      授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位 

短大共通科目 

基礎教育セミナーⅠ 

基礎教育セミナーⅡ 

英語コミュニケーションⅠ 

② 

② 

② 

情報機器操作Ⅰ 

健康体育(実技を含む) 

こどもと安全 

② 

２ 

２ 

日本国憲法 

外国の歴史と文化 

 

２ 

２ 

 

学 

科 

専 

門 

科 

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

基礎 

ユニット群 

英語コミュニケーションⅡ 

情報機器操作Ⅱ 

キャリアデザイン 

② 

② 

② 

韓国語 

中国語 

ドイツ語 

２ 

２ 

２ 

フランス語 

スペイン語 

 

２ 

２ 

 

ライフ 

デザイン 

ユニット群 

ライフデザイン 

ライフデザイン演習 

キャリアデザイン演習 

専門ゼミⅠ 

専門ゼミⅡ 

カラーコーディネート 

② 

② 

② 

② 

② 

２ 

陶芸 

油彩 

デジタルイメージ 

デジタルデザイン 

グラフィックデザイン 

基礎デザイン 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

ファッションとリフォーム 

フィットネスプログラム 

チームビルディングゲーム 

インターンシップⅠ 

インターンシップⅡ 

 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 

 

コ
ー
ス
専
門
科
目 

キャリア 

デザイン

コース 

ユニット群 

コミュニケーション論 

地域学Ⅰ 

地域学Ⅱ 

会計学 

企業と経営 

現代と経済 

エコと経済 

情報学基礎 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

情報社会及び情報倫理 

秘書概論 

秘書実務Ⅰ 

秘書実務Ⅱ 

簿記原理Ａ 

簿記原理Ｂ 

ビジネス関連法規Ⅰ 

ビジネス関連法規Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

プロジェクトワーク 

マネジメントゲーム 

３ＲショップＡ 

３ＲショップＢ 

コンピュータ会計 

ビジネスワークショップⅠ 

ビジネスワークショップⅡ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
舞
台
ア
ー
ト
コ
ー
ス
ユ
ニ
ッ
ト
群 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ッ
ト
群 

衣服素材 

服飾造形論 

ドレスコーディネート論 

メイクアップ演習(ネイルアートを含む) 

テキスタイル 

ドレーピング 

パターンメーキング基礎 

キッズファッション 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

ファッション論(服飾文化史を含む) 

ファッションデザイン 

ファッションビジネス 

ファッション画 

ファッション造形実習Ⅰ 

ファッション造形実習Ⅱ 

ファッション造形実習Ⅲ 

ファッション造形実習Ⅳ 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

ファッションデジタルアート 

アクセサリークラフトＡ 

アクセサリークラフトＢ 

ショップディスプレイ 

ステージプランニング実習 

アパレルＣＡＤ 

染色 

 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

 

舞
台
芸
術
ユ
ニ
ッ
ト
群 

ミュージカル研究 

ダンス 

声優トレーニング 

俳優トレーニング 

朗読･ナレーション 

ラジオ･ドラマ製作 

特殊効果 

アクティング 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

バックステージⅠ 

バックステージⅡ 

ロールプレイング演習 

プレゼンテーション演習 

舞台芸術研修 

舞台衣装(メイク･ヘアメイクを含む) 

舞台装置入門(舞台デッサンを含む) 

舞台木材道具製作演習 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

舞台映像製作入門 

舞台映像編集 

舞踊研究 

身体表現 

演劇入門Ⅰ 

演劇入門Ⅱ 

照明･音響実習Ⅰ 

照明･音響実習Ⅱ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

外国人留学生科目 日本語 ２ 現代日本の文化 ２ 
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別表第１（ライフデザイン学科 授業科目一覧表） 

 

備 考 

 １ 表中○数字の単位は、必修科目の単位数を示す。 

 

２ 学則第40条第１項に規定する62単位以上は、同条第２項に規定するコースのうちから選択し、次の授業科目区分

ごとに定める単位数以上の単位を修得するものとする。 

 

 

 

 

 

 

３ 外国人留学生にあっては、第２項に規定する「短大共通科目」とあるのは、「短大共通科目及び外国人留学生科

目」と読み替えて適用することができる。 

 

① 短大共通科目 ② 学科専門科目 
③ ①～② 

の全科目 卒業要件 

単  位 

必 修 必 修 選 択 

８ １６ ３８ ６２ 
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別表第２（第35条第４項関係）                                         (平成28年度以降入学生適用) 

 

こ ど も 学 科   授 業 科 目 一 覧 表 

 授    業    科    目    の    区    分    等 

授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位 

短大共通科目 

基礎教育セミナーⅠ 

基礎教育セミナーⅡ 

英語コミュニケーションⅠ 

② 

② 

② 

情報機器操作Ⅰ 

健康体育(実技を含む) 

こどもと安全 

② 

２ 

２ 

日本国憲法 

外国の歴史と文化 

２ 

２ 

学 

科 

専 

門 

科 

目 

コ
ー
ス
共
通
科
目 

 

教育原理 

器楽Ⅰ 

器楽Ⅱ 

器楽応用 

こどものファッション 

② 

① 

① 

１ 

２ 

こどもと絵本 

こどもと自然 

こどもと野外活動 

赤ちゃん学 

保育内容演習Ⅰ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

保育内容演習Ⅱ 

総合実践演習 

幼児身体教育学 

応用教育セミナーⅠ 

応用教育セミナーⅡ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

保
育
士
関
連
科
目 

児童家庭福祉 

社会福祉 

相談援助 

社会的養護 

保育者論 

保育の心理学Ⅰ 

保育の心理学Ⅱ 

こどもの保健ⅠＡ 

こどもの保健ⅠＢ 

こどもの保健Ⅱ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

２ 

１ 

２ 

２ 

１ 

こどもの食と栄養 

家庭支援論 

保育課程論 

乳児保育 

障害児保育 

社会的養護内容 

保育相談支援 

身体表現 

音楽表現 

造形表現 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

言語表現 

保育実習Ⅰ 

保育実習指導ⅠＡ 

保育実習指導ⅠＢ 

保育実践演習 

＊現代こども学 

保育実習Ⅱ 

保育実習Ⅲ 

保育実習指導Ⅱ 

保育実習指導Ⅲ 

１ 

４ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

幼
稚
園
教
諭 

関
連
科
目 

幼児理解の理論と方法 ２     

保
育
士
・ 

幼
稚
園
教
諭 

関
連
科
目 

保育原理 

保育内容総論 

保育内容環境 

② 

② 

２ 

保育内容人間関係 

保育内容言葉 

保育内容表現 

２ 

２ 

２ 

保育内容健康 ２ 

幼
稚
園
・
小
学
校 

教
諭
関
連
科
目 

教職概論 

教育心理学 

教育課程論 

教育方法論(情報機器･教材活用を含む) 

教育相談とカウンセリング 

② 

② 

２ 

② 

２ 

教育実習講義Ⅰ 

教育実習講義Ⅱ 

教育実習 

教職実践演習(幼･小） 

☆国語(書写を含む) 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

☆算数 

生活 

音楽 

図画工作 

体育 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

コ
ー
ス
専
門
科
目 

保
育
コ
ー
ス 

＊幼児体育指導法 

＊こどもの遊び論 

２ 

２ 

こどもの表現遊び研究 

こどもの造形遊び研究 

こどもの運動遊び研究 

２ 

２ 

２ 

  

音
楽
コ
ー
ス 

◇こどものリズム表現Ⅰ 

こどものリズム表現Ⅱ 

２ 

２ 

◇音楽療法概論 

◇音楽療法演習 

２ 

２ 

こどものうた研究 

こどもの合奏研究 

こどもの音楽研究 

２ 

２ 

２ 

教
育
コ
ー
ス 

小
学
校
教
諭
関
連
科
目 

社会 

理科 

家庭 

国語科指導法 

社会科指導法 

算数科指導法 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

理科指導法 

生活科指導法 

音楽科指導法 

図画工作科指導法 

家庭科指導法 

体育科指導法 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

道徳指導法 

特別活動指導法 

生徒指導(進路指導を含む) 

☆外国語活動 

小学校教育教材研究 

小学校教育授業研究 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

外国人留学生科目 日本語 ２ 現代日本の文化 ２   
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別表第２（こども学科 授業科目一覧表） 

 

備 考 

１ 表中○数字の単位は、必修科目の単位数を示す。 

２ 保育コースを選択して履修する学生は、表中＊を付した授業科目を修得しなければならない。 

３ 音楽コースを選択して履修する学生は、表中◇を付した授業科目を修得しなければならない。 

４ 教育コースを選択して履修する学生は、表中☆を付した授業科目を修得しなければならない。 

５ 学則第40条第４項に規定する62単位以上は、同条第５項に規定する履修コースのうちから、いずれか一の履修

コースを選択し、卒業の要件に掲げる授業科目区分ごとに定める単位数以上の単位を修得するものとする。 

 

履修コース 
① 短大共通科目 ② 学科専門科目 

③ ①～② 

の全科目 卒業要件 

単  位 

 

必 修 必 修 選 択 

保育コース 

８ 

２０ ３４ 

６２ 音楽コース ２０ ３４ 

教育コース ２０ ３４ 

６ 外国人留学生にあっては、第５項に規定する「短大共通科目」とあるのは、「短大共通科目及び外国人留学生

科目」と読み替えて適用することができる。 
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別表第３（第77条第２項関係）                                           （平成21年度以降入学生適用） 

 
専   攻   科   専  門  教  育  科  目   一  覧  表 

 
        (1) 専攻科 服飾美術専攻 専門教育科目 

授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位 

服飾造形論 

服飾文化研究 

服飾クラフト 

服飾造形実習Ⅰ 

服飾造形実習Ⅱ 

服飾造形実習Ⅲ 

② 

② 

２ 

④ 

② 

② 

服飾造形実習Ⅳ 

アパレルCADⅠ 

アパレルCADⅡ 

ファッション画 

コンピュータグラフィックス 

創作テキスタイルⅠ 

２ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

創作テキスタイルⅡ 

ディスプレイデザイン 

服飾美術研修 

２ 

１ 

① 

 

 

        (2) 専攻科 保健体育専攻 専門教育科目 

授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位 

解剖・生理学特講 

スポ－ツ医学 

情報処理 

スポ－ツ心理学 

特別講義 

学校教育特講Ⅰ 

学校教育特講Ⅱ 

② 

② 

② 

２ 

② 

２ 

２ 

運動処方 

運動・スポ－ツ指導実習Ａ 

運動・スポ－ツ指導実習Ｂ 

保健体育演習ⅠＡ 

保健体育演習ⅠＢ 

保健体育演習ⅡＡ 

保健体育演習ⅡＢ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

専門実技ⅠＡ 

専門実技ⅠＢ 

専門実技ⅡＡ 

専門実技ⅡＢ 

専門実技ⅢＡ 

専門実技ⅢＢ 

修了論文 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

 

 

                                                                                   

        (3) 専攻科 初等教育専攻 専門教育科目 

授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位 

教育学特講 

教育哲学 

教育環境学 

学級経営学 

教育心理学特講 

児童臨床心理学 

② 

２ 

② 

２ 

② 

２ 

情報教育学演習 

環境教育学演習 

障害児教育学演習 

音楽演習 

造形演習 

体育演習 

２ 

② 

② 

２ 

２ 

２ 

授業観察 

授業分析 

初等教育学演習 

研究論文 

① 

② 

２ 

② 

 
 


